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今月の視点
運転免許保有者の「認知症のおそれ」への対応

理事　山下　哲男

　交通事故による死亡者数は減少するも、高齢者

による死亡事故は減らず、相対的な増加を来して

いる（図 1）。また、逆走など認知機能が低下し
たことによると思われる事故の報道が社会的に衝

撃を与えている。そこで、高齢運転者対策の推進

に関する規定の整備を一つの目的とした改正道

路交通法が平成 29年３月 12日から施行された。

この法律の施行が医師と社会を巻き込んだ問題を

起こしている。施行されてから徐々に解決されて

きている点もあるので一旦、整理しておきたい。

ポイント 1：免許取得時や更新時に公安委員会の

認知機能検査で「認知症のおそれ」があれば、医

師の診断を受けることになった（図2）。改正前は、
その検査の後に一定の違反をした場合に医師の診

断を受けていたが、改正後は、違反する前に診断

を受けることになった。

ポイント 2：上記の機会以外に、75 歳以上の高

齢者（運転免許を現に保有している方）が一定

の違反行為（図 3）を行った場合、公安委員会が
臨時に認知機能検査を行う。結果が後述する第 1
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分類（図 4）に入り「認知症のおそれ」があると
判定されれば、医師の診断を受けることになった。

　このことにより対象者が大幅に増え、診断する

医師が不足することが予想される。また、診断待

ちが長くなり、免許保留の３か月以内に診断でき

ない可能性も心配されている。　

ポイント 3：「認知症のおそれ」の該当者には、

①臨時適性検査通知書（図 5）か②診断書提出命
令書・医師の皆様へ（図 6）・診断書（図 7、8）
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が届けられる。①か②かは、公安委員会が決めて

送付される。

ポイント 4：①の場合は公安委員会指定の医師が

行い、費用は全額公費負担である。②の場合は

主として継続的に診療している主治医が診断し

て、検査等にかかる費用は原則として保険診療

で行い、診断書作成費用は自費負担になる（参考

URL の 1)、 2) 参照）。

ポイント 5：②の場合、継続的に診療していても、

認知症の診断ができない場合は、診断できる専門

医に紹介するか、公安委員会に相談するように伝

える。

ポイント 6：②の場合で、当該者が継続的に診療

していない医師に受診した時は、医師は自分が診

断できると判断できれば診断を行う。診断できな

い時は該当者に対して公安委員会に相談するよう

に指示することが望ましい。

ポイント 7：②の場合、認知症の人の中には、日

常生活の支障を認知していない場合があるので診

療する際には必ず、家族等の第三者の同席が必要

である。

ポイント 8：②の場合、独居など家族等が同席で

きない状態では、当該者を認知症と判定すること

が困難であるので、診療する前に当該者に対して

公安委員会に相談して、①に切り替えてもらうよ

うに指示することが望ましい。

ポイント 9：①の場合、公安委員会の立会いのも

とに診察が行われている。

ポイント 10：道路交通法で対象となる認知症は、

介護保険法の第５条の２に規定する認知症である

（(3) 介護保険法参照）。すべての認知症ではない。

ポイント 11：免許の取り消し・停止の決定は公

安委員会が行うものであって、医師ではない。診

断書の提出命令も医師に対して行われているもの

ではなく、運転者本人になされているものである。

ポイント 12：医師の刑事責任については、事実

と異なる診断書を書いた場合に問われる（刑法第

160 条、刑法第 156 条）。事故を起こしても、免

許を与えたのは公安委員会である。

ポイント 13：医師の民事責任については、問わ

れる場合がある。認知症の人は法的責任能力がな

いので、保護者に義務が発生する。医師は保護者

ではないが、医師は保護者である家族等に、認知

症と診断された人は運転が法的に禁止されている

こと（道路交通法第 103 条）を伝えて、診療録

に記載しておく必要がある。記録がない場合、保

護者から民事訴訟を起こされた時に敗訴する可能

性がある。

ポイント 14：当該者は一般診療と違い、運転免

許を更新したいのに、「病院で診断を受けなさい」

と言われてきているので、「納得いかない」「納得

できない」という心情を持っている場合があるこ

とに配慮した対応が必要である。

　県医師会として、「継続して診療しているかか

りつけ医」が診断書を記載できるように研修を計

画するなど、これから対応していくことは多々あ

るが、医師は認知症に伴う交通事故の減少に協力

するとともに、認知症者が社会から隔絶されない

ように応援していく必要がある。

　上記の基となっている法律の原文について下記

に紹介しておく。

（1）道路交通法の一部を改正する法律（平成 27
年法律第 40号 平成 27年 6月 17日交付）

　第一　一定の病気等に係る運転者対策の推進を

図るための規定の整備

（一）　公安委員会は、免許を受けようとする者又

は免許証の更新を受けようとする者に対し、自動

車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病

気として政令で定めるもの（以下「一定の病気」

という。）等のいずれかに該当するかどうかの判

断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様

式の質問票を交付することができることとする。

（二）　（一）の質問票の交付を受けた者は、必要

な事項を記載した当該質問票を公安委員会に提出

しなければならないこととする。

（三）　公安委員会は、免許を受けた者等が一定の

病気等のいずれかに該当するかどうかを調査する

ため必要があると認めるときは、内閣府令で定め

るところにより、その者に対し、必要な報告を求

めることができることとする。

（四）（一）の質問票に虚偽の記載をして提出し、

又は（三）の公安委員会の求めがあった場合にお
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いて虚偽の報告をした者に対する罰則を整備する。

二　一定の病気等に該当する者を診察した医師に

よる診察結果の届出に関する規定の整備（第百一

条の六関係）

（一）医師は、その診察を受けた者が一定の病気

等のいずれかに該当すると認めた場合において、

その者が免許を受けた者等であることを知ったと

きは、当該診察の結果を公安委員会に届け出るこ

とができることとする。

（三）刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務

に関する法律の規定は、（一）の届出をすること

を妨げるものと解釈してはならないこととする。

三　一定の病気等に該当する疑いがある者に対す

る免許の効力の停止に関する規定の整備（第百四

条の二の三関係）

　公安委員会は、臨時に適性検査を行う場合にお

いて、その者が、自動車等の運転により交通事故

を起こし、かつ、当該事故の状況から判断して、

一定の病気等に該当する疑いがあると認められる

ときその他これに準ずるものとして政令で定める

ときは、三月を超えない範囲内で期間を定めてそ

の者の免許の効力を停止することができることと

する。

（２）一定の病気についての法律
■道路交通法 第 90 条　（免許の拒否等）

　公安委員会は、…（中略）…次の各号のいず

れかに該当する者については、政令で定める基準

に従い、免許（仮免許を除く。以下この項から第

十二項までにおいて同じ。）を与えず、又は六月

を超えない範囲内において免許を保留することが

できる。

一 　次に掲げる病気にかかっている者

イ　幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定め

るもの

ロ　発作により意識障害又は運動障害をもたらす

病気であって政令で定めるもの

ハ　イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安

全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として

政令で定めるもの

一の二 　介護保険法 （平成九年法律第百二十三

号）第五条の二 に規定する認知症（第百三条第

一項第一号の二において単に「認知症」という。）

である者

二 　アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒

剤の中毒者

　──以下略──

　（注）認知症については政令で定めるものとい
う言葉はなく、介護保険法に規定するという言葉
になっている。

■道路交通法第 103 条　（免許の取消し、停止等）

１項一の二　認知症であることが判明したとき。

■道路交通法施行令第 33条の２の３　

（免許の拒否又は保留の事由となる病気等）

　法第 90条第１項第１号イの政令で定める精神

病は、統合失調症（自動車等の安全な運転に必要

な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能

力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しない

ものを除く。）とする。

２ 　法第 90条第１項第１号ロの政令で定める病

気は、次に掲げるとおりとする。

　一 　てんかん（発作が再発するおそれがない

もの、発作が再発しても意識障害及び運動障害が

もたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再

発するものを除く。）

　二 　再発性の失神（脳全体の虚血により一過

性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再

発するおそれがあるものをいう。）

　三 　無自覚性の低血糖症（人為的に血糖を調

節することができるものを除く）

３ 　法第 90条第１項第１号ハの政令で定める病

気は、次に掲げるとおりとする。

　一 　そううつ病（そう病及びうつ病を含み、

自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断

又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる

おそれがある症状を呈しないものを除く。）

　二 　重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

　三 　前二号に掲げるもののほか、自動車等の

安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作の

いずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがあ

る症状を呈する病気 。

　──以下略──
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（３）介護保険法 （平成九年法律第百二十三号）
　第五条の二 　国及び地方公共団体は、被保険

者に対して認知症（脳血管疾患、アルツハイマー

病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により

日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及び

その他の認知機能が低下した状態をいう。以下同

じ。）に係る適切な保健医療サービス及び福祉サー

ビスを提供するため、認知症の予防、診断及び治

療並びに認知症である者の心身の特性に応じた介

護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の

活用に努めるとともに、認知症である者の支援に

係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。

（注）以上から免許の拒否や取り消し、保留に関
わる認知症は脳血管疾患、アルツハイマー病その
他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生
活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他
の認知機能が低下した状態の認知症を言い、それ
以外の認知症は対象とはならない。

（４）認知症に関わる刑法と民法
１）刑法　

第 160 条　（虚偽診断書等作成）

　医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は

死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の

禁錮又は 30万円以下の罰金に処する。

第 156 条（虚偽公文書作成等）

　公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚

偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しく

は図画を変造したときは、印章又は署名の有無に

より区別して、前 2条の例による。

（注）前２条は 154 条  詔書偽造等の罪、155 条 
公文書偽造等の罪

２）民法 

第 709 条 

　故意又は過失によって、他人の権利又は法律上

保護される利益を侵害した者は、これによって生

じた損害を賠償する責任を負う。

第 710 条 

　他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合

又は他人の財産権を侵害した場合のいずれである

かを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を

負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償

をしなければならない。 

第 712 条

　未成年者は、他人に損害を加えた場合において、

自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備え

ていなかったときは、その行為について賠償の責

任を負わない。

第 713 条

　精神上の障害により自己の行為の責任を弁識す

る能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた

者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意

又は過失によって一時的にその状態を招いたとき

は、この限りでない。

第 714 条

　前二条の規定により責任無能力者がその責任を

負わない場合において、その責任無能力者を監督

する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が

第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただ

し、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、

又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきで

あったときは、この限りでない。監督義務者に代

わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任

を負う。

（注）前二条とは（民法第 712 条 ( 責任能力 )、
民法第 713 条）のこと。
 ただし書き以下は監督義務者に免責事由の証明
責任を転換した中間責任とされている。
 監督者が過失のなかったことを証明できない場
合は無過失責任を負わされるのと同様の結果とな
る。中間責任とは過失責任と無過失責任の中間の
責任という意味である。
第 752 条

　夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければな

らない。

　

（注）担当医は患者に対する監督義務者ではない
が、配偶者に説明していない場合は、配偶者が受
けた損害賠償を民事訴訟で担当医にも請求してく
ることは考えられるので、説明をして記録に残し
ておくことが重要である。
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　最後に、認知症診断について『認知症疾患治療

ガイドライン 2010』（日本神経学会）から診断

の部分を抜粋して紹介しておく（図９）。
　

■DSM-IV では独立した認知症の診断基準がない

が，認知症をきたす疾患の診断基準では，記憶障

害と，記憶以外の失語，失行，失認，遂行機能の

障害が 1 つ以上あることを共通して挙げている．

これら認知機能障害が認知症の中核症状と言え

る．一方，認知症に伴う行動異常および心理症状

を周辺症状と呼び，最近では認知症の行動・心理

症 状 behavioral and psychological symptoms of 

dementia（BPSD）と呼んでいる．認知症の中核

症状（認知機能障害）と周辺症状を合わせたもの

が認知症症状である．認知症の行動異常として攻

撃性，不穏，焦燥性興奮，脱抑制，収集癖等があ

り，心理症状としては不安，うつ症状，幻覚，妄

想が挙げられる．

■治療可能な認知症の発見に努め，せん妄，うつ

病（偽性認知症），妄想性障害，薬剤誘起性障害

を除外する

■病歴，現症，身体所見，神経心理検査，血液検

査，画像検査等で鑑別診断を行う．単純 CTまた

はMRI による形態画像検査が推奨される．

■Mini-Mental State Examination（MMSE）は国

際的に最も広く用いられており，感度，特異度，

簡便さ，これまでのデータの蓄積量から最も推奨

されるスクリーニング検査である．しかし認知症

の診断には複数の検査を組み合わせることが推奨

される．

　MMSE は総得点 30点で，見当識，記銘力，注意・

計算，言語機能，口頭命令動作，図形模写など複

数の認知機能を簡便に評価でき，一般に 23点以

下を認知症の疑いとする判定が用いられる．

　改訂版長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）

が広く用いられている．21点以上を正常域，20

点以下を認知症の疑いとみなした場合，感度と特

異度はそれぞれ 0.93 と 0.86 と報告されている．

■全般的重症度の評価尺度にはいろいろあるが

Clinical Dementia Rating（CDR）は介護者から情

報を得た後に被検者に質問を行うもので、アルツ

ハイマー病に採用されている．（図 10）
　Functional Assessment Staging（FAST）は ADL

に重点をおいたものである．

■ 軽 度 認 知 障 害：Mild Cognitive Impairment 

（MCI）の診断

　MCI とは，客観的な記憶障害はあっても全般

的な認知機能は正常で，認知症とは言えない状態

である．もの忘れの訴えがあり，神経心理検査に

より，年齢に比して記憶障害が確認され，一般的

な認知機能は正常で，日常生活動作 activities of 

daily living（ADL）は概して正常であって，認知

図 10図 9
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症ではない．したがって診断はこれらを確認する

ことである．今のところ，診断手順は示されてい

るが定型のMCI 診断法はない．

　

＜参考URL ＞

1) 日本認知症学会　
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